
�愛媛県規則第３６号
愛媛県県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規

則

愛媛県県立自然公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県規則第

２９号）の一部を次のように改正する。

第１６条の３中第２６項を第２７項とし、第１７項から第２５項まで

を１項ずつ繰り下げ、同条第１６項中「許可基準は」の下に「

、第１１項第２号の規定の例によるほか」を加え、同項第２号

中「であつて、野生動植物の生息又は生育上その他の風致の

維持上重大な支障を及ぼすおそれがないもの」を削り、同項

を同条第１７項とし、同条中第１１項から第１５項までを１項ずつ

繰り下げ、第１０項の次に次の１項を加える。

１１ 条例第１４条第４項第１号に掲げる行為（風力発電施設の

新築、改築又は増築に限る。）に係る許可基準は、第１項

第５号及び第６号並びに前項第７号及び第９号の規定の例

によるほか、次のとおりとする。

� 第１項第２号から第４号までの規定の例によること。

ただし、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請

に係る場所以外の場所においてはその目的を達成するこ

とができないと認められる風力発電施設の新築、改築又

は増築にあつては、この限りでない。

� 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上重

大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県県立自然公園条例施行規則第１６条の３の

規定は、この規則施行の日以後にされる愛媛県県立自然公

園条例第１４条第４項の規定による許可の申請について適用

し、同日前にされた同項の規定による許可の申請について

は、なお従前の例による。
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�愛媛県規則第３７号
愛媛県自然環境保全条例施行規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県自然環境保全条例施行規則の一部を改正する規

則

愛媛県自然環境保全条例施行規則（昭和４９年愛媛県規則第

４６号）の一部を次のように改正する。

第１８条第３号エ中「国立又は」を削り、「の大学」の下に

「（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第

１項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同

じ。）」を加える。

第２０条第３号イ中「国立又は」を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

平成１６年５月２１日金曜日 第１５５９号

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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�愛媛県告示第１１２１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

告 示

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人寿山会 越智郡波方町波方甲１００６ グループホームパラディ 越智郡波方町樋口甲１２０－
１ 平成１６年３月２６日

有限会社大島ストアー 越智郡宮窪町宮窪２７８３番地
２ 有限会社大島ストアー 越智郡宮窪町宮窪２７８３番地

２ 平成１６年３月３１日

有限会社コミュニティーハ
ウス 北条市北条５８８番地３ ヘルパーステーションのど

か
伊予郡松前町大字北黒田字
石山１７３番地１ 平成１６年３月２９日

有限会社コミュニティーハ
ウス 北条市北条５８８番地３ 訪問看護ステーションのど

か
伊予郡松前町大字北黒田字
石山１７３番地１ 平成１６年３月２９日

有限会社コミュニティーハ
ウス 北条市北条５８８番地３ デイサービスセンターのど

か
伊予郡松前町大字北黒田字
石山１７３番地１ 平成１６年３月２９日

社会福祉法人旭川荘 岡山県岡山市祇園地先 みなみ愛媛訪問看護ステー
ション

北宇和郡広見町大字永野市
１６０７番地 平成１６年４月１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

株式会社コムスン愛南ケア
センター

南宇和郡御荘町平城４３７番
地１ 平成１６年３月２６日

四国医療サービス株式会社 高知県高知市南竹島町３５番
地

四国医療サービス株式会社
福祉事業部新居浜営業所 新居浜市阿島１０１５番地５９号 平成１６年４月１５日

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番
９号

デイサービスわいわいクラ
ブ 新居浜市高津町３番２０号 平成１６年３月２６日

社会福祉法人北条福祉協会 北条市中村甲３４６番地 グループホームなぎさ 北条市辻字新開１１７０番地２２ 平成１６年４月２６日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社コミュニティーハ
ウス 北条市北条５８８番地３ 居宅介護支援事業所のどか 伊予郡松前町大字北黒田字

石山１７３番地１ 平成１６年３月２９日

社会福祉法人五十崎町社会
福祉協議会

喜多郡五十崎町平岡甲１６８
番地

五十崎町在宅介護支援セン
ター指定居宅介護支援事業
所

喜多郡五十崎町平岡甲１６８
番地 平成１６年４月２３日

有限会社ワードアイ 今治市東村五丁目８番３５号 おかげさん 今治市東村五丁目８番３５号 平成１６年４月１４日

株式会社東雲精工 新居浜市東雲町二丁目６番
６５号

居宅介護支援事業所しのの
め

新居浜市東雲町二丁目６番
６５号 平成１６年４月３０日

��������������

愛 媛 県 報平成１６年５月２１日 第１５５９号

５４０



�������
�愛媛県告示第１１２６号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１２７号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より、次のとおり医療機関を指定した。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人日吉村社会福
祉協議会 北宇和郡日吉村下鍵山２９９

社会福祉法人日吉村社会福
祉協議会指定訪問介護事業
所

（変更後）
北宇和郡日吉村下鍵山５００
番地日吉村中央集会所内

平成１６年１月１日
（変更前）
北宇和郡日吉村下鍵山２９９

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社糸山タクシー 今治市高部甲１５４番地１ 糸山ケアサービス 今治市高部甲１５４番地１ 平成１６年３月１７日

近 藤 修 一 新居浜市田の上１－１８－２１ 近藤歯科医院 新居浜市田の上１－１８－２１ 平成１２年１０月３０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

五十崎町 喜多郡五十崎町平岡１６８番
地

五十崎町在宅介護支援セン
ター指定居宅介護支援事業
所

喜多郡五十崎町平岡甲１６８
番地 平成１４年７月３１日

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

渡辺病院 松山市高岡町１７８番地
４

医療法人
ミネルワ会

平成１９年
５月３１日
まで

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 指 定

年 月 日

２６２９ 医療法人
沖 縄 徳 洲 会

医療法人 沖縄
徳洲会 宇和島
徳洲会病院

宇和島市住吉町二
丁目６－２４

平成
１６．３．２９

２６３０ 佐 藤 政 晃 さとう内科クリ
ニック

今治市大新田町三
丁目４－８

平成
１６．４．１

２６３１ 樋 口 敏 樋口内科皆江診
療所

西予市三瓶町皆江
１８５６－２８

平成
１６．４．１

２６３２ 樋 口 敏 樋口内科下泊診
療所

西予市三瓶町下泊
２７０７

平成
１６．４．１

２６３３ 樋 口 敏 樋口内科蔵貫診
療所

西予市三瓶町蔵貫
６７４－１

平成
１６．４．１
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�愛媛県告示第１１２８号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より指定医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２９号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より指定した次の指定医療機関は、廃止年月日欄に掲げる日

に廃止されたので、同項の規定による指定医療機関の指定の

効力は、同日をもって消滅した。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２６３４ 四国中央市長
四国中央市国民
健康保険新宮診
療所

四国中央市新宮町
新宮５０

平成
１６．４．２３

２６３５ 岡 宮 史 武 岡 宮 眼 科 北宇和郡広見町近
永１４８９－１

平成
１６．４．２３

２６３６ 医療法人
みどり歯科医院 みどり歯科医院 西条市飯岡字岸之

上３７６０－１
平成
１６．４．２３

２６３７ 医療法人社団
樹 人 会 北 条 病 院 北条市中須賀２８８

－５
平成
１６．４．２３

２６３８ 福 住 雅 州 福住歯科クリニ
ック

伊予市上吾川甲２３
６－１

平成
１６．４．２３

２６３９ 西 予 市 長 西予市国民健康
保険二及診療所

西予市三瓶町二及
２番耕地６８４－１

平成
１６．４．２３

２６４０ 西 予 市 長 西予市国民健康
保険周木診療所

西予市三瓶町周木
１番耕地３２１－２７

平成
１６．４．２３

２６４１ 西 予 市 長 西予市国民健康
保険土居診療所

西予市城川町土居
５７８

平成
１６．４．２３

２６４２ 西 予 市 長
西予市国民健康
保険杉之瀬出張
診療所

西予市城川町嘉喜
尾４８９３－１

平成
１６．４．２３

２６４３ 西 予 市 長
西予市国民健康
保険遊子川出張
診療所

西予市城川町遊子
谷２４４３

平成
１６．４．２３

２６４４ 西 予 市 長 西予市国民健康
保険惣川診療所

西予市野村町惣川
２８８

平成
１６．４．２３

２６４５ 西 予 市 長 西予市国民健康
保険坂石診療所

西予市野村町坂石
２５６９－１

平成
１６．４．２３

２６４６ 西 予 市 長 西予市立野村病
院

西予市野村町野村
９－５３

平成
１６．４．２３

２６４７ 西 予 市 長 西予市国民健康
保険狩江診療所

西予市明浜町狩浜
２番耕地１３２１－４

平成
１６．４．２３

２６４８ 西 予 市 長 西予市国民健康
保険高山診療所

西予市明浜町高山
甲３６５６

平成
１６．４．２３

２６４９ 西 予 市 長
西予市国民健康
保険田之浜診療
所

西予市明浜町田之
浜甲１１０８－３

平成
１６．４．２３

２６５０ 西 予 市 長 西予市国民健康
保険俵津診療所

西予市明浜町俵津
３番耕地２２８

平成
１６．４．２３

２６５１ 西 予 市 長 西予市立宇和病
院

西予市宇和町卯之
町一丁目２４６－１

平成
１６．４．２３

１０６１５ 株式会社ト マ ト
トマト薬局伊予
店

伊予市米湊７９１－
２

平成
１６．３．８

１０６１６ 有限会社エクスプレス かもめ調剤薬局 今治市大新田町三
丁目４－７

平成
１６．４．１

１０６１７ 有限会社エイリッシュ い け だ 薬 局 今治市北日吉町一
丁目２５－５

平成
１６．４．２３

１０６１８ 有限会社き ほ く 調 剤 ひ か り 薬 局 北宇和郡広見町大
字近永１５０２－１

平成
１６．４．２３

指 定
番 号 新 名 称 旧 名 称 所 在 地 変 更

年 月 日

２０２９
星加小児科内科
ファミリークリ
ニック

星加小児科診療
所

西条市大町６１２－
１

平成
１６．４．１

２０４８ 愛媛県立三島病
院

愛媛県立伊予三
島病院

四国中央市中之庄
町１６８４－２

平成
１６．４．１

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 廃 止

年 月 日

１０２９３ 株式会社ト マ ト
トマト薬局伊予
店

伊予市米湊２５５－
３

平成
１６．１．３１

１８４ 宇 和 町 長 町立宇和病院
東宇和郡宇和町大
字卯之町一丁目２４
６

平成
１６．３．３１

１９０ 明 浜 町 長 明浜町国民健康
保険俵津診療所

東宇和郡明浜町大
字俵津３番耕地２２
８

平成
１６．３．３１

１９５ 野 村 町 長 野村町国民健康
保険坂石診療所

東宇和郡野村町大
字坂石２５６９－１

平成
１６．３．３１

２８３ 野 村 町 長 野村町国民健康
保険惣川診療所

東宇和郡野村町大
字惣川２８８

平成
１６．３．３１

２９１ 宇 和 町 長
宇和町国民健康
保険下宇和直営
診療所

東宇和郡宇和町大
字明間１２０５

平成
１６．３．３１

４１７ 城 川 町 長
城川町国民健康
保険遊子川出張
診療所

東宇和郡城川町大
字遊子谷２４４３

平成
１６．３．３１

６２０ 明 浜 町 長
明浜町国民健康
保険田之浜診療
所

東宇和郡明浜町大
字田之浜甲１１０８－
３

平成
１６．３．３１

７３０ 城 川 町 長 城川町国民健康
保険土居診療所

東宇和郡城川町大
字土居５７８

平成
１６．３．３１

８４１ 明 浜 町 長 明浜町国民健康
保険高山診療所

東宇和郡明浜町大
字高山甲３６５６

平成
１６．３．３１

８９９ 土 井 亮 太 土 井 医 院 新居浜市中萩町１
－３８

平成
１６．３．３１

１２４３ 新 宮 村 長 新宮村国民健康
保険診療所

宇摩郡新宮村大字
新宮

平成
１６．３．３１

１４７８ 木 下 詔 一 北 条 病 院 北条市中須加２８８
－５

平成
１６．３．３１

１５７１ 三 瓶 町 長 三瓶町国民健康
保険周木診療所

西宇和郡三瓶町大
字周木１番耕地３２
１－２７

平成
１６．３．３１

１５７２ 三 瓶 町 長 三瓶町国民健康
保険二及診療所

西宇和郡三瓶町大
字二及２番耕地６８
４－１

平成
１６．３．３１

１６１２ 城 川 町 長
城川町国民健康
保険杉之瀬出張
診療所

東宇和郡城川町大
字嘉喜尾４８９３－１

平成
１６．３．３１

１７１７ 明 浜 町 長 明浜町国民健康
保険狩江診療所

東宇和郡明浜町大
字狩浜２番耕地１３
２１－４

平成
１６．３．３１

２１６７ 野 村 町 長 町立野村病院 東宇和郡野村町大
字野村９－５３

平成
１６．３．３１

２５８６ 松 尾 美登利 みどり歯科医院 西条市飯岡３７６０－
１

平成
１６．３．３１

１０２９１ 池 田 哲 之 いけだ駅西薬局 今治市北日吉町一
丁目２５－５

平成
１６．３．３１

２５１４ 山 本 哲 也 山本外科胃腸科
クリニック

北条市北条５１２－
７

平成
１６．４．１

愛 媛 県 報平成１６年５月２１日 第１５５９号
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�愛媛県告示第１１３１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

温泉郡中島町大字神浦３５９９の３、３６０１の３

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第１１３０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに北条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに北条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１３２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ハトマート北条 北条市辻４４５番３他 駐車場の収容台数 ２３０台 １１０台 平成１６年
１２月２９日

平成１６年
４月２８日

駐車場の自動車の出入口の
数 ４か所 ３か所

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１３）第１３５９２号 平成１３年
１２月４日 フォンテ貿易� 松岡 邦男 松山市北斎院町６３６－

２
平成１６年
４月２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第２５１６号 平成１４年
２月１４日 冨士工務店 冨士 �二 大洲市新谷甲８４０－１ 平成１６年

４月７日

建築工事業
大工工事業
とび・土工工事業
屋根工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－１２）第５９０１号 平成１３年
１月１７日 �サンエイ 井村 利恵 東予市石田２７２ 平成１６年

４月８日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
防水工事業

建設業の廃止

（般－１４）第１３７２０号 平成１４年
５月３０日 �佐々木建設 佐々木正勝 温泉郡重信町大字横河

原１３１８
平成１６年
４月１２日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１２）第５９７９号 平成１３年
３月６日 田中建設 田中 岩夫 喜多郡河辺村大字山鳥

坂７５３－１
平成１６年
４月１３日 建築工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１４）第１１７７８号 平成１４年
１１月２０日 堀部建設 堀部 雪雄 松山市土居田町４８８－

１
平成１６年
４月１４日 建築工事業 建設業の廃止

��������������
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年５月１１日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１６年５月２１日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

（般・特－１３）第９０５号 平成１４年
１月１２日 玉津建設� 清家 喜晴 北宇和郡吉田町大字法

花津７－４２５
平成１６年
４月１９日

土木工事業
管工事業
鋼構造物工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１３）第６０４５号 平成１３年
４月３日 笹川工作所 笹川 源一 宇和島市保手４－１－

２９
平成１６年
４月１９日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１０９９１号 平成１２年
９月２９日 石山建設� 成田恵津子 上浮穴郡小田町大字本

川３０３８
平成１６年
４月２０日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１０５３９号 平成１４年
６月７日 �アルハオス 忽那 祐三 松山市道後湯之町１８－

７
平成１６年
４月２１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１３８９０号 平成１４年
１２月１６日 佐伯組 佐伯 昭彦 松山市東雲町３－２２ 平成１６年

４月２３日
土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１４）第９８１号 平成１４年
６月１１日 岡田組 岡田 善三 新居浜市港町７－８ 平成１６年

４月２７日
土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１１２９５号 平成１３年
９月２５日 上田建設 上田 綿夫 松山市内浜町１５－１２ 平成１６年

４月２７日
土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１２２５８号 平成１３年
６月１８日 日透電工 日高 博行 新居浜市新田町２－７

－１１
平成１６年
４月２８日 電気工事業 建設業の廃止

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年５月１１日 特定非営利活動法人
ドッグネットワーク 田 坂 博 志 愛媛県新居浜市多喜浜４６３番地

の６
この法人は、犬とのふれあいを通じ、すべ
ての人に命の大切さやぬくもりを感じても
らうことによって、子どもたちの情操教育
や、高齢者や障害者の心の支えになること
を推進し、地域社会への貢献に寄与するこ
とを目的とする。

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の

権 利 の 表 示
関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県松山
市久谷町 乙４７６番 山林 山林 ９９７９１．５２ ６０７．４２

不明
ただし、土地登記簿名義人

亡 丸山 秋治郎こと冨岡 秋次郎
法定相続人丸山 ヤチヨ外１０名（別記の
とおり）

又は
─── ── ────

雑 報
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（別記）

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年５月１１日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１６年５月２１日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年５月１１日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１６年５月２１日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

法定相続分 氏 名 住 所

２分の１ 丸 山 ヤチヨ 住所不明（ただし、最後の本籍 愛媛県松山市久谷町２６１４番地）

３２分の１ 成 松 五十嘉 愛媛県松山市吉藤三丁目８番１５号

３２分の１ 新 � 登 愛媛県松山市星岡町２０２番地

１６分の１ 中 矢 玉 子 愛媛県松山市由良町９４０番地の第２

１６分の１ 青 井 カネ子 愛媛県松山市由良町１５８番地１

１６分の１ 新 � 好 光 愛媛県伊予郡砥部町北川毛５５６番地

１６分の１ 新 � 一二三 愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神甲９６９番地

３２分の１ 新 崎 仁 志 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１０９３番地１１

３２分の１ 新 崎 英 二 奈良県北葛城郡王寺町王寺二丁目５番２２－４０１号

１６分の１ 皆 川 露 子 愛媛県松山市北土居町４６５番地４

１６分の１ 村 上 ヤス子 愛媛県松山市南江戸三丁目７番３５号

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の

権 利 の 表 示
関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県伊予
郡砥部町大
平

５９６番２ 宅地 山林 ４８０．０５４８５．４７ ３６．８１ 不明
ただし、土地登記簿表題部所有者天王社 ─── ── ────

愛媛県松山市久谷町２９４１番地
大西 �雄

��������������

��������������
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�������
�公示による通知
住所不明（ただし、最後の本籍 愛媛県松山市久谷町２６１４

番地） 丸山ヤチヨ

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定

に基づき上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、

当収用委員会事務局（愛媛県土木部管理局用地課）において

保管してあるので、出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（

昭和２６年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令

第５条第５項の規定により、平成１６年６月７日を経過した時

にその書類の送達があったものとみなされます。

平成１６年５月２１日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

平成１６年５月１２日付け１６媛収第１号－３審理の開催について

（審理開催の通知）

任 免 辞 令

�公営企業任免辞令
４月３０日

愛媛県技術吏員 伊 藤 宏 実

同 水 落 由紀子

願により本職を免ずる（各通）

�������
�公営企業任免辞令

５月１日

� 永 伸 子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）１級を命ずる

技師を命ずる

県立今治病院勤務を命ずる

成 � 有 哉

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）１級を命ずる

技師を命ずる

県立中央病院勤務を命ずる

（県立中央病院） 渡 邊 美 杉

（同 ） 村 岡 知 恵

（同 ） 竹 内 奈 美

（同 ） 森 一 恵

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

�愛媛県公営企業告示第２号
次のとおり落札者を決定した。

平成１６年５月２１日

愛媛県立中央病院長 藤 井 靖 久

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の

権 利 の 表 示
関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県伊予
郡砥部町大
平

１２０番 山林 山林 ２１３２１３．９６ ２１３．９６ 不明
ただし、土地登記簿表題部所有者若宮社 ─── ── ────

愛媛県伊予
郡砥部町大
平

１２２番 山林 山林 ２３５２３５．２２ ２３５．２２ 不明
ただし、土地登記簿表題部所有者若宮社 ─── ── ────

公営企業告示

落札に係る物品等又は特定役務の
名称及び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県立中央病院感染性廃棄物処理
業務 約３，５００，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成１６年３月２９日

株式会社西村商事
愛媛県松山市三番町
一丁目１１番地３
松山容器株式会社
愛媛県松山市南吉田
町２１４５番地１

５．１４５円 一般競争入札 平成１６年２月１７日

愛媛県立中央病院清掃業務 一式
愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成１６年３月２９日
株式会社西村商事
愛媛県松山市三番町
一丁目１１番地３

９２，６１０，０００円 一般競争入札 平成１６年２月１７日

重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５ １種２号）
約７５０，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成１６年３月２９日
三原産業株式会社
愛媛県宇和島市寿町
二丁目９番１２号

３０．６６円 一般競争入札 平成１６年２月１７日
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（同 ） 笹 田 沙 希

（同 ） 馬 越 美 希

（同 ） 伊 藤 祐 子

（同 ） 和 氣 未 歩

（同 ） 岡 田 沙 織

（同 ） 瀧 口 さやか

（同 ） 松 本 理 沙

（同 ） 高 岡 小百合

（同 ） 鎌 田 渚

（同 ） 谷 田 志生里

（同 ） 平 塚 智 子

（同 ） 洲之内 乃 梨

（県立今治病院） 安 永 奈穂子

（同 ） 西 川 洋 子

（同 ） 西 村 愛

（同 ） 中 村 有 希

（同 ） 荻 原 紀 子

（同 ） 西 岡 かおり

（同 ） 森 本 裕 子

（県立三島病院） 秀 野 桜

（県立南宇和病院） 梶 川 摩 利

（県立新居浜病院） 梶 原 理 恵

（同 ） 山 本 祐 恵

（同 ） 日野林 優 弥

（同 ） 佐 伯 志 穂

（同 ） 越 智 裕 子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（三）２級を命ずる

技師を命ずる

（頭書）勤務を命ずる（各通）
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